
 
 

[１] 令和５年度 教職員研修について 
 

「八尾市教育振興基本計画」に沿った教育の基本理念、めざす子ども像の実現に向け、教

職員の指導力向上をはかるため教職員研修を実施します。 

 

＜ 目 標 ＞ 

◎ 教職員の資質と専門職としての知識・技能の向上を図ります 

基礎的・基本的な知識や技能、また、それらを活用して課題を解決する思考力・

判断力・表現力の定着を図るとともに、幼児・児童・生徒の「もっと知りたい！」「も

っと学びたい！」という学習意欲を育むために必要な授業を創造しうる高い見識と

専門性を身につけます。 

 

◎ 教職員の指導力向上に向けた意識改革を推進します 

新たな教育課題に機敏に対応するとともに、常に向上心を持ち続けながら自らの

指導力の向上に意欲的に取り組もうとする教職員を育成します。 

 

 

八尾市は中核市として、教職員としてのスタート時に受講する初任者研修や、節目となる

10年経験者研修（中堅教員等資質向上研修）等の法定研修を、市が主体となって実施してい

ます。 

市が主体となって研修を行うことで、本市の教職員研修は、普遍的な研修はもとより、本

市の教育課題に即した独自の研修を主体的、積極的に実施することができます。「八尾市教育

センター」では、教職員研修を体系的、計画的かつ効率的に再構築して、本市の教職員の資

質向上を図り、子どもや保護者・地域からの信頼にこたえる学校園づくりを進め、教育改革

を行っていきます。 

 

＜研修の方針＞ 

◎ 教職員のキャリアステージに応じて、適切な時期に必要な研修が受講できるよう

な研修体系を構築・充実させ、教職生活全体を通じて「学び続ける教職員」を継

続的に支援していきます。また、その過程で、経験年数が少ない教職員が育つ「学

校環境づくり」の支援に取り組みます。（「教職員研修体系」参照） 

 

◎ 教職員が自主的、主体的な研修をすすめるための研修ビジョンの確立（Plan・研

修プラン⇒Do・取組実施⇒Check・自己評価⇒Action・改善）を図ります。また、

社会の変化や教育課題、教職員のニーズ等をふまえつつ、研修内容の見直しを常

に図ります。 

 

◎ 教職員の負担も考慮しながら、効果的・効率的な内容とし、研修者の満足度や有

用感を高め、日常の教育活動に活かされるような研修を実施します。 

 

◎ 研修の進め方として、講義形式から、主体的・対話的で深い学び(アクティブ・ラ

ーニング)を取り入れた、より実践的な研修を実施します。 

 

 

 



 
 

[２] 学校教職員研修体系 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師等の研修 

 

 

分掌別・担当者研修 

 

 

Ａ 総合研修：経験年数や職種、校務分掌･担当に応じて実施する研修 
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Ｂ 課題別研修：今日的な教育課題等に焦点を当てて実施する研修 

 

 授業力向上  授業と講演  先輩に学ぶ  各種領域別  特別支援教育  

人権教育  学校ＩＣＴ  八尾を学ぶ 

Ｃ 研究協力員：研究協力員各部会における研究部会研修 

 

 国語科部会  社会科部会  算数・数学部会  理科部会  生活科・総合部会  

体育部会  外国語部会   道徳部会  人権教育部会  特別支援教育部会  

情報教育部会  食育部会  事務部会 
 

Ｄ 説明会等：研修会や各種事業などに関わる説明会や会議等 

 

  各説明会等の開催については、各課より通知があります。 

E  府研究協議会等：大阪府教育庁主催の協議会等 

 

  各協議会の開催については、各課より通知があります。 
 

Ｆ  幼児教育研修：幼児教育に関する研修 

 

  研修の実施については、センターより通知します。 
 



 
 

[３] 就学前教職員研修体系 
【八尾市がめざす保育者像】の実現に向けて、教職員研修を実施します。 
 
 ◆元気いっぱい！いきいきワクワク楽しむ保育者  ◆子どもに寄り添い、子どもを理解する保育者 

 ◆専門職としての向上心をもち、学び続ける保育者  ◆同僚性を発揮して、周りとつながる保育者 

 ◆保護者の気持ちに寄り添い、支援する保育者 
  
〇Ｆ．幼児教育研修 
 ・就学前施設における教育・保育の質の向上を図る。 

 ・教職員の資質と専門職としての知識・技能の向上を図る 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
〇Ｆ．小学校教育との接続・連携研修 
 ・幼児教育と小学校教育の円滑な接続を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 今日的な教育・保育課題に焦点を当てた研修 

オ 保育と講演 

保育のための基本研修 特別支援教育・保育研修 子育て支援研修  

地域連携研修 健康及び安全研修 食育研修 幼児教育アドバイザーによる企画研修 

令和５・６年度幼児教育研究＜１年次研究報告＞と兼ねています。 

ア 教職員の経験年数に応じた研修 

経験年数 ５年未満 

経験年数 ５～10 年未満 

経験年数 10 年以上 

園長・副園長等 

ウ 幼児教育アドバイザーフォローアップ研修 

大阪府認定 幼児教育アドバイザーを対象としています。 

初任ステージ研修 

ミドルステージ研修 

ミドルリーダーステージ研修 

管理職ステージ研修 

カ 幼・保・こ・小合同研修会 

 
＜Ａ5021＞と共通の研修です。 

キ 学校研修 

 
特別支援教育コーディネーター研修 「生活」授業づくり研修 特別支援教育研修 

障がい理解・啓発推進研修 内容別特別支援教育研修 ホームページ作成研修 

エ 大阪府研修 

 
研修の開催については、教育センターより案内します。 


